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コ
ン
ポ
ス
ト
容
器

土
の
中
に
い
る
微
生
物
の
働
き

に
よ
っ
て
生
ご
み
を
分
解
し
、
た

い
肥
化
し
ま
す
。

①
容
器
を
庭
に
設
置
し
、
水
切
り

し
た
生
ご
み
を
入
れ
ま
す
。
水

分
調
整
の
た
め
、
乾
燥
し
た
落

葉
や
雑
草
を
入
れ
る
と
効
果
的

で
す
。

②
土
を
か
ぶ
せ
ま
す
。

③
空
気
を
入
れ
、
微
生
物
の
活
動

を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
１
週

間
に
１
～
２
回
か
き
混
ぜ
ま
す
。

④
生
ご
み
が
発
酵
、
分
解
し
、
た

い
肥
が
で
き
ま
す
。

※
た
い
肥
化
に
か
か
る
時
間
は
、

容
器
の
設
置
状
況
や
生
ご
み
の
種

類
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

通
常
は
数
カ
月
か
か
り
ま
す
。

電
気
式
生
ご
み
処
理
器

温
風
乾
燥
に
よ
り
生
ご
み
の
水

分
を
無
く
し
除
菌
す
る
も
の
が
主

流
で
す
。
生
ご
み
を
処
理
器
に
入

れ
電
源
を
入
れ
る
だ
け
の
簡
単
操

作
で
す
。
乾
燥
し
た
生
ご
み
を
た

い
肥
に
利
用
し
た
り
、
減
量
化
も

で
き
ま
す
。

生ごみ処理器を購入すると最大４万円の

助成が受けられる制度が、８月から始ま

ります。

生ごみ
減量化のために
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町
で
は
、
環
境
を
創
成
す
る
ま

ち
を
つ
く
る
た
め
、
ご
み
の
削
減

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
平
成
21

年
３
月
に
施
行
さ
れ
た
環
境
基
本

計
画
で
は
、
ご
み
減
量
５
諸
を
目

標
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。
中
で

も
生
ご
み
の
減
量
は
、
目
標
達
成

の
大
き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

生
ご
み
の
減
量
を
推
進
す
る
た
め

生
ご
み
処
理
器
の
購
入
助
成
制
度

を
設
け
ま
し
た
。

購
入
を
予
定
し
て
い
る
方
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
機
会
に
生

ご
み
の
減
量
化
（
リ
デ
ュ
ー
ス
）

と
再
資
源
化
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
に

挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

助
成
内
容

事
業
名

家
庭
用
生
ご
み
処
理
器

購
入
費
助
成
事
業

助
成
開
始
日

８
月
１
日
捷

対
象
者

町
内
に
住
所
を
有
し
、

居
住
し
て
い
る
方

助
成
の
条
件

①
８
月
１
日
以
降
に
町
内
の
事
業

所
で
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
隠
世
帯
全
員
に
町
税
な
ど
の
未
納

が
な
い
こ
と

申
請
の
方
法

申
請
期
限

購
入
日
か
ら
６
カ
月

以
内

申
請
に
必
要
な
も
の

陰
生
ご
み
処
理
器
の
領
収
書
（
氏

名
、
金
額
、
購
入
年
月
日
が
明

記
さ
れ
た
も
の
）
の
写
し

隠
生
ご
み
処
理
器
の
取
扱
説
明
書

韻
印
鑑

吋
振
込
先
が
分
か
る
も
の

生
ご
み
処
理
器
の
使
い
方

電気式生ごみ処理器
生ごみ処理容器

（コンポスト容器）
対 象 器 具

本体購入費の１／２

ただし100円未満は切り捨て

本体購入費の２／３

ただし100円未満は切り捨て
助 成 額

40,000円5,000円助成上限額

１世帯１台まで１世帯２個まで助 成 数

65,000円～5,000円～10,000円参 考 価 格

生ごみの豆知識

皆さんの家庭か

ら出された生ごみ

の量は、昨年度380

終で、ごみ全体の約

30夙を占めていま

す。

そのうち80夙は、

水分と言われてい

ます。

生ごみを堆肥化

して有効利用した

り、水分を減らした

りして、ごみとして

の量を減らしまし

ょう。
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乳幼児等医療費受給者証の有効期限は７月末日で

す。新しい受給者証を受け取るために申請が必要で

す。

申請方法 郵送される申請書に記入し、住民課へ提

出してください。申請書には、乳幼児医

療の対象となる中学生までのお子さん全

員を記入してください。

申請に必要なもの

○保険証

○印鑑

○保護者の平成23年度所得課税証明書（平成23年１

月２日以降に町民になった方、町外在住の方）

受付期間 ７月15日晶～

交 付 窓口でお渡しします。

○交付する受給者証の有効期間は、８月１日から３

年間です。ただし、中学生の場合は、中学３年の

３月末までですのでご注意ください。

○加入している健康保険が変わったときや、引っ越

したときは届出が必要ですので、住民課へお越し

ください。

８月受診分から中学生の入院外医療費も助

成対象になります。

中学生の入院外
医療費無料化へ

問合せ 住民課戸籍保険グループ
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町は現在、小学生までのすべての医療費と、中学生

が入院したときの医療費を助成しています。

平成23年８月からは助成内容を拡大します。

○健康保険が適用される医療費に限ります。

○入院食事代は対象外です。

○学校内での事故やけがなど、日本スポーツ振興セン

ター災害共済保険が給付される場合は対象外です。

８月からこれまで区 分

医療費の全額を助成諮医療費の全額を助成

就学前児童

小 学 生

入院と指定訪問看護でかかる

医療費の全額を助成
中 学 生

助成内容

受給者証を受け取りましょう 注意事項

受給者証を提示しましょう
道内の病院で診察を受けるときに、保険証と受

給者証を病院に提示してください。

道外の病院で診察を受け、いったん医療費を自

分で支払った場合は、領収書と印鑑、通帳を持っ

て住民課にお越しください。後日、指定口座に払

い戻しします。


